
 

 

原子力災害対策指針及び関係する原子力規制委員会規則 

の改正並びにそれに伴う意見募集の実施について 
 

平成２７年３月４日 

原 子 力 規 制 庁 

１．概要 

　 

 

 

 
 

２．改定案のポイント 
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３．意見募集の実施要領 

期 間：平成２７年３月５日から（３０日間） 

対 象：別紙１（指針）及び別紙２（通報事象等規則） 

方 法：電子政府の総合窓口（e-Gov）、原子力規制委員会ウェ

ブサイト、郵送、ＦＡＸ 

 

 

2 / 17



別
紙
２

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
原
子
力
防
災
管
理
者
が
通
報
す
べ
き
事
象
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案

新
旧
対
照

表
○
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
原
子
力
防
災
管
理
者
が
通
報
す
べ
き
事
象
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
四
年
文
部
科
学
省
・
経
済

産
業
省
令
第
二
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義

第
一
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

原
子
炉
設
置
者

法
第
二
条
第
三
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
者

二

原
子
炉
設
置
者

法
第
二
条
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
者
を
い
う

を
い
う
。

。

三

貯
蔵
事
業
者

法
第
二
条
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

三

貯
蔵
事
業
者

法
第
二
条
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

四

再
処
理
事
業
者

法
第
二
条
第
三
号
ホ
に
掲
げ
る
者
を
い
う

四

再
処
理
事
業
者

法
第
二
条
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
者
を
い
う

。

。

五

廃
棄
事
業
者

法
第
二
条
第
三
号
ヘ
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

五

廃
棄
事
業
者

法
第
二
条
第
三
号
ホ
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

六

使
用
者

法
第
二
条
第
三
号
ト
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

六

使
用
者

法
第
二
条
第
三
号
ヘ
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

七
～
十

（
略
）

七
～
十

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
検
出
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
場
合
）

（
検
出
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
場
合
）

3 / 17



第
三
条
の
二

令
第
四
条
第
二
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定

第
三
条
の
二

令
第
四
条
第
二
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定

め
る
場
合
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
測
定
設
備
及
び
当

め
る
場
合
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
測
定
設
備
及
び
当

該
測
定
設
備
に
よ
り
検
出
さ
れ
た
数
値
に
異
常
が
認
め
ら
れ
な
い

該
測
定
設
備
に
よ
り
検
出
さ
れ
た
数
値
に
異
常
が
認
め
ら
れ
な
い

場
合
（
令
第
四
条
第
二
項
の
一
時
間
当
た
り
の
数
値
に
換
算
し
て

場
合
（
令
第
四
条
第
二
項
の
一
時
間
当
た
り
の
数
値
に
換
算
し
て

得
た
数
値
が
、
同
条
第
一
項
の
放
射
線
量
以
上
の
も
の
と
な
っ
て

得
た
数
値
が
、
同
条
第
一
項
の
放
射
線
量
以
上
の
も
の
と
な
っ
て

い
る
原
因
を
直
ち
に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
報
告
す
る
場
合
に
限

い
る
原
因
を
直
ち
に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
報
告
す
る
場
合
に
限

る
。
）
と
す
る
。

る
。
）
と
す
る
。

２

前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及

（
新
設
）

び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六

十
六
号
。
以
下
「
規
制
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
四
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
特
定
原
子
力
施
設
と
し
て
指
定
さ
れ
、
同
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
五
日
に
お
い
て
そ

の
旨
を
公
示
さ
れ
た
原
子
炉
施
設
（
以
下
「
東
京
電
力
株
式
会
社

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て

は
、
令
第
四
条
第
二
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場

合
は
、
令
第
四
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

検
出
さ
れ
た
放
射
線
量
か
ら
最
近
三
か
月
間
に
お
け
る
令
第
四
条

第
二
項
又
は
第
三
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
検
出
さ
れ
た
放
射

線
量
の
平
均
値
を
減
じ
て
得
た
数
値
が
、
令
第
四
条
第
一
項
の
放

射
線
量
を
下
回
っ
て
い
る
場
合
と
す
る
。

第
六
条

令
第
四
条
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
区
域
は
、
次
の
表

第
六
条

令
第
四
条
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
区
域
は
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
原
子
力
事
業
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

の
上
欄
に
掲
げ
る
原
子
力
事
業
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
区
域
と
す
る
。

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
区
域
と
す
る
。
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

原
子
炉
設

実
用
発
電
用
原
子
炉
（
規
制
法
第
四
十
三
条
の
四
第

原
子
炉
設

実
用
発
電
用
原
子
炉
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質

置
者

一
項
に
規
定
す
る
実
用
発
電
用
原
子
炉
を
い
う
。
）
の

置
者

及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年

設
置
の
許
可
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
実
用
発
電
用
原

法
律
第
百
六
十
六
号
。
以
下
「
規
制
法
」
と
い
う
。
）

子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
第
二
条
第
二
項

第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
実
用
発
電
用
原

第
四
号
に
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

子
炉
を
い
う
。
）
の
設
置
の
許
可
を
受
け
た
者
に
あ
っ

の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令

て
は
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る

第
三
百
二
十
四
号
）
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
原
子
炉
の

規
則
第
二
条
第
二
項
第
四
号
に
、
核
原
料
物
質
、
核
燃

設
置
の
許
可
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
研
究
開
発
段
階

料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（

発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
第
二

昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
第
一
条
各
号

条
第
二
項
第
四
号
に
、
そ
れ
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
試

に
掲
げ
る
原
子
炉
の
設
置
の
許
可
を
受
け
た
者
に
あ
っ

験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に

て
は
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等

関
す
る
規
則
第
一
条
の
二
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る

に
関
す
る
規
則
第
二
条
第
二
項
第
四
号
に
、
そ
れ
以
外

管
理
区
域

の
者
に
あ
っ
て
は
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等

の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
第
一
条
の
二
第
二
項

第
四
号
に
規
定
す
る
管
理
区
域

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
七
条

令
第
四
条
第
四
項
第
五
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で

第
七
条

令
第
四
条
第
四
項
第
五
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で

定
め
る
事
象
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

定
め
る
事
象
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

一

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
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イ

沸
騰

（
略
）

イ

沸
騰

（
略
）

水
型
軽

水
型
軽

水
炉
（

水
炉
（

実
用
発

実
用
発

電
用
の

電
用
の

も
の
に

も
の
に

限
り
、

限
る
。

東
京
電

）
に
係

力
株
式

る
原
子

会
社
福

炉
の
運

島
第
一

転
等
の

原
子
力

た
め
の

発
電
所

施
設
（

原
子
炉

原
子
炉

施
設
の

容
器
内

う
ち
、

に
照
射

一
号
炉

済
燃
料

、
二
号

集
合
体

炉
、
三

が
存
在

号
炉
及

し
な
い

び
四
号

場
合
を

炉
を
除

除
く
。

く
。
）

）

に
係
る
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原
子
炉

の
運
転

等
の
た

め
の
施

設
（
原

子
炉
容

器
内
に

照
射
済

燃
料
集

合
体
が

存
在
し

な
い
場

合
を
除

く
。
）

ロ
～
ホ

（
略
）

ロ
～
ホ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ヘ

東
京

使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
水
位
が
照
射
済
燃
料
集
合

（
新
設
）

( )1

電
力
株

体
の
頂
部
か
ら
上
方
二
メ
ー
ト
ル
の
水
位
ま
で
低
下

式
会
社

す
る
こ
と
。

福
島
第

そ
の
他
原
子
炉
施
設
以
外
に
起
因
す
る
事
象
が
原

( )2

一
原
子

子
炉
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
等

力
発
電

放
射
性
物
質
又
は
放
射
線
が
原
子
力
事
業
所
外
へ
放

所
原
子

出
さ
れ
、
又
は
放
出
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
原
子
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炉
施
設

力
事
業
所
周
辺
に
お
い
て
、
緊
急
事
態
に
備
え
た
防

の
う
ち

護
措
置
の
準
備
及
び
防
護
措
置
の
一
部
の
実
施
を
開

、
一
号

始
す
る
必
要
が
あ
る
事
象
が
発
生
す
る
こ
と
。

炉
、
二

号
炉
、

三
号
炉

及
び
四

号
炉
に

係
る
原

子
炉
の

運
転
等

の
た
め

の
施
設

（
使
用

済
燃
料

貯
蔵
槽

内
に
照

射
済
燃

料
集
合

体
が
存

在
し
な

い
場
合

を
除
く

。
）
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ト

使
用

（
略
）

ヘ

使
用

（
略
）

済

燃

料

済

燃

料

貯

蔵

槽

貯

蔵

槽

内

に

の

内

に

の

み

照

射

み

照

射

済

燃

料

済

燃

料

集

合

体

集

合

体

が

存

在

が

存

在

す

る

原

す

る

原

子

炉

に

子

炉

に

係

る

原

係

る

原

子

炉

の

子

炉

の

運

転

等

運

転

等

の

た

め

の

た

め

の

施

設

の

施

設

（

ホ

及

（

ホ

に

び

ヘ

に

掲

げ

る

掲

げ

る

も

の

及

も

の

並

び

照

射

び

に

照

済

燃

料

射

済

燃

集

合

体

料

集

合

が

十

分

体

が

十

な

期

間

分

な

期

に

わ

た

間

に

わ

り

冷

却
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た

り

冷

さ

れ

た

却

さ

れ

も

の

と

た

も

の

し

て

原

と

し

て

子

力

規

原

子

力

制

委

員

規

制

委

会

が

定

員

会

が

め

た

も

定

め

た

の

を

除

も

の

を

く
。
）

除

く

。

）
チ

原
子

原
子
炉
施
設
以
外
に
起
因
す
る
事
象
が
原
子
炉
施
設
に

ト

原
子

原
子
炉
施
設
以
外
に
起
因
す
る
事
象
が
原
子
炉
施
設
に

炉

に

係

影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
等
放
射
性
物
質
又

炉

に

係

影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
等
放
射
性
物
質
又

る

原

子

は
放
射
線
が
原
子
力
事
業
所
外
へ
放
出
さ
れ
、
又
は
放

る

原

子

は
放
射
線
が
原
子
力
事
業
所
外
へ
放
出
し
、
又
は
放
出

炉

の

運

出
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
原
子
力
事
業
所
周
辺
に
お

炉

の

運

す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
原
子
力
事
業
所
周
辺
に
お
い
て

転

等

の

い
て
、
緊
急
事
態
に
備
え
た
防
護
措
置
の
準
備
及
び
防

転

等

の

、
緊
急
事
態
に
備
え
た
防
護
措
置
の
準
備
及
び
防
護
措

た

め

の

護
措
置
の
一
部
の
実
施
を
開
始
す
る
必
要
が
あ
る
事
象

た

め

の

置
の
一
部
の
実
施
を
開
始
す
る
必
要
が
あ
る
事
象
が
発

施

設

（

が
発
生
す
る
こ
と
。

施

設

（

生
す
る
こ
と
。

イ

か

ら

イ

か

ら

ト

ま

で

ヘ

ま

で

に

掲

げ

に

掲

げ

る

も

の

る

も

の

を

除

く

を

除

く

。
）

。
）

10 / 17



リ

再
処

（
略
）

チ

再
処

（
略
）

理

設

備

理

設

備

に

係

る

に

係

る

原

子

炉

原

子

炉

の

運

転

の

運

転

等

の

た

等

の

た

め

の

施

め

の

施

設

設

二

（
略
）

二

（
略
）

（
放
射
線
測
定
設
備
の
基
準
）

（
放
射
線
測
定
設
備
の
基
準
）

第
八
条

法
第
十
一
条
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め

第
八
条

法
第
十
一
条
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め

る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

放
射
線
測
定
設
備
は
、
原
子
力
事
業
所
ご
と
に
当
該
原
子
力

一

放
射
線
測
定
設
備
は
、
原
子
力
事
業
所
ご
と
に
当
該
原
子
力

事
業
所
内
に
二
式
以
上
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
原

事
業
所
内
に
二
式
以
上
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
原

子
力
事
業
所
内
に
設
置
す
る
一
式
の
放
射
線
測
定
設
備
は
、
原

子
力
事
業
所
内
に
設
置
す
る
一
式
の
放
射
線
測
定
設
備
は
、
原

子
力
事
業
所
（
第
七
条
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
又
は
ヘ
か
ら
リ
ま

子
力
事
業
所
（
第
七
条
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
又
は
ヘ
か
ら
チ
ま

で
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の

で
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の

隣
地
そ
の
他
の
近
隣
の
場
所
に
あ
る
次
号
か
ら
第
四
号
に
掲
げ

隣
地
そ
の
他
の
近
隣
の
場
所
に
あ
る
次
号
か
ら
第
四
号
に
掲
げ

る
基
準
を
満
た
す
放
射
線
測
定
設
備
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が

る
基
準
を
満
た
す
放
射
線
測
定
設
備
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

で
き
る
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）
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第
十
四
条

令
第
六
条
第
四
項
第
四
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則

第
十
四
条

令
第
六
条
第
四
項
第
四
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則

で
定
め
る
事
象
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応

で
定
め
る
事
象
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

イ

沸
騰

（
略
）

イ

沸
騰

（
略
）

水

型

軽

水

型

軽

水

炉

（

水

炉

（

実

用

発

実

用

発

電

用

の

電

用

の

も

の

に

も

の

に

限

り

、

限

る

。

東

京

電

）

に

係

力

株

式

る

原

子

会

社

福

炉

の

運

島

第

一

転

等

の

原

子

力

た

め

の

発

電

所

施

設

（

原

子

炉

原

子

炉

施

設

の

容

器

内

う

ち

、

に

照

射

一

号

炉

済

燃

料

、

二

号

集

合

体

炉

、

三

が

存

在

号

炉

及

し

な

い

び

四

号

場

合

を
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炉

を

除

除

く

。

く

。

）

）

に

係

る

原

子

炉

の

運

転

等

の

た

め

の

施

設

（

原

子

炉

容

器

内

に

照

射

済

燃

料

集

合

体

が

存

在

し

な

い

場

合

を

除

く
。
）

ロ
～
ホ

（
略
）

ロ
～
ホ

（
略
）

ヘ

東
京

使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
水
位
が
照
射
済
燃
料
集
合

（
新
設
）

（
新
設
）

( )1

電

力

株

体
の
頂
部
の
水
位
ま
で
低
下
す
る
こ
と
。

式

会

社

そ
の
他
原
子
炉
施
設
以
外
に
起
因
す
る
事
象
が
原

( )2

福

島

第

子
炉
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
等
放
射
性
物
質
又

一

原

子

は
放
射
線
が
異
常
な
水
準
で
原
子
力
事
業
所
外
へ
放
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力

発

電

出
さ
れ
、
又
は
放
出
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
原
子

所

原

子

力
事
業
所
周
辺
の
住
民
の
避
難
を
開
始
す
る
必
要
が

炉

施

設

あ
る
事
象
が
発
生
す
る
こ
と
。

の

う

ち

、

一

号

炉

、

二

号

炉

、

三

号

炉

及

び

四

号

炉

に

係

る

原

子

炉

の

運

転

等

の

た

め

の

施

設

（

使

用

済

燃

料

貯

蔵

槽

内

に

照

射

済

燃

料

集

合

体

が

存

在

し

な

い

場

合

を

除

く
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。
）

ト

使
用

（
略
）

ヘ

使
用

（
略
）

済

燃

料

済

燃

料

貯

蔵

槽

貯

蔵

槽

内

に

の

内

に

の

み

照

射

み

照

射

済

燃

料

済

燃

料

集

合

体

集

合

体

が

存

在

が

存

在

す

る

原

す

る

原

子

炉

に

子

炉

に

係

る

原

係

る

原

子

炉

の

子

炉

の

運

転

等

運

転

等

の

た

め

の

た

め

の

施

設

の

施

設

（

ホ

及

（

ホ

に

び

ヘ

に

掲

げ

る

掲

げ

る

も

の

及

も

の

並

び

照

射

び

に

照

済

燃

料

射

済

燃

集

合

体

料

集

合

が

十

分

体

が

十

な

期

間
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分

な

期

に

わ

た

間

に

わ

り

冷

却

た

り

冷

さ

れ

た

却

さ

れ

も

の

と

た

も

の

し

て

原

と

し

て

子

力

規

原

子

力

制

委

員

規

制

委

会

が

定

員

会

が

め

た

も

定

め

た

の

を

除

も

の

を

く
。
）

除

く

。

）
チ

原
子

原
子
炉
施
設
以
外
に
起
因
す
る
事
象
が
原
子
炉
施
設
に

ト

原
子

原
子
炉
施
設
以
外
に
起
因
す
る
事
象
が
原
子
炉
施
設
に

炉

に

係

影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
等
放
射
性
物
質
又
は
放
射
線
が
異

炉

に

係

影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
等
放
射
性
物
質
又
は
放
射
線
が
異

る

原

子

常
な
水
準
で
原
子
力
事
業
所
外
へ
放
出
さ
れ
、
又
は
放

る

原

子

常
な
水
準
で
原
子
力
事
業
所
外
へ
放
出
し
、
又
は
放
出

炉

の

運

出
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
原
子
力
事
業
所
周
辺
の
住

炉

の

運

す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
原
子
力
事
業
所
周
辺
の
住
民
の

転

等

の

民
の
避
難
を
開
始
す
る
必
要
が
あ
る
事
象
が
発
生
す
る

転

等

の

避
難
を
開
始
す
る
必
要
が
あ
る
事
象
が
発
生
す
る
こ
と

た

め

の

こ
と
。

た

め

の

。

施

設

（

施

設

（

イ

か

ら

イ

か

ら

ト

ま

で

ヘ

ま

で

に

掲

げ

に

掲

げ

る

も

の

る

も

の
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を

除

く

を

除

く

。
）

。
）
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